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　　テレビ視聴については、最低でも３万円程度必要です。内訳は、

　　①終端装置　　２万円程度

　　②加入金　　　１万円程度（ただし、町全体で７割以上の加入がある場合）

　また、ご家庭によっては宅内配線が必要となる場合もあります。

　月額料金は視聴されるコースによって異なります。現在多くの方が視聴しておられるＮＨＫ２ch、県

域民放３ch（日本海テレビ、山陰放送、山陰中央テレビ）、ＮＨＫ衛星２chに自主放送チャンネルを加

えた再送信コースでは、接続されるテレビの台数に関わらず月額1,000円程度になる見込みです。

料金については下表を参照ください。

備　考金　額内　容

各加入者宅に取り付け20,000円程度①終端装置
初　期　費　用

ケーブルテレビへの加入金11,000円程度②加入金

テレビ３台目テレビ２台目テレビ１台目コース名

1,000円程度（台数は問わない）再送信

月額利用料
※視聴する内容に
より異なる

＋1,785円
（7,560円）

＋1,785円
（5,775円）

3,990円多チャンネル１

＋1,785円
（7,245円）

＋1,785円
（5,460円）

3,675円多チャンネル２
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・再送信コースを視聴する場合

　初期費用　３１，０００円程度（①＋②） ＋ 月額利用料　１，０００円程度　→　３２，０００円程度
・１台のみ多チャンネル１を視聴、その他のテレビは再送信を視聴する場合

　初期費用　３１，０００円程度（①＋②） ＋ 月額利用料　３，９９０円　　　→　３４，９９０円程度
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　　加入できます。（テレビのみ、インターネットのみでの加入でも加入金が必要です。）

　ケーブルテレビ網を整備するためには、多数の加入者が必要となります。事業化にむ

けた検討を行うため、９月～10月ごろにかけて各ご家庭に加入意向の調査をお願いした

いと考えています。事業化を詳細に検討するためにも必要な調査ですので、皆様のご協

力をお願いします。

※宅内に複数台テレビがあり、そのうち１台で多チャンネルコースを視聴し、その他のテレビは再送信コースを視聴する場
合、多チャンネルコース１台分の料金で全台視聴することができます。
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